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議案第 69号 財産の無償譲渡について (上越市大潟運動

場簡易式バ ックネ ット)

スポーツ推進課 19

議案第 1号 平成 31年度上越市一般会計予算 教育総務課ほか 20-166

教育委員会





予算案件における目標の記載について

全ての事業を義務的事業、経常的事業、政策的事業に分類し、下記のように整理

して記載しています。

1 義務的事業…生活保護など扶助費全般や戸籍事務、国県事業等への負担など

・法定受託事務など法令等の目的 。趣旨と事業の目的と合芸しており、市民に

安定的にサービスを提供することが目標であるため記載しません。

・市の政策としてサービスを付加する場合は記載しています。

2 経常的事業…財務会計事務、契約事務、庶務事務、施設の維持管理運営など

。行政運営に必要不可欠な財務会計事務などの内部管理事務については、滞り

なく実施することが目標であるため記載しません。

・施設の維持管理運営は、,適切な維持管理と運営により市民等が安全安心に利

用できることが日標であるため記載しません。ただし、施設の付加価値を高

めるための取組を実施し、入館者数や利用者数などを設定できる場合は目標

を記載しています。

3 政策的事業…上記以外の事業

・全ての事業について目標を記載しています。    ｀



所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 14号

提  出  課 教育総務課

歳出科 目 (P74～ P75) 10款 1項 4目 私学振興費等

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

私立幼稚園教育振興事業 503,637 △ 19ぅ 256 484,381

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

県支出金

一般財源

1,470

△ 3,811

△ 16,915

負担金補助及び交付金

△11,987

扶助費      △7,269

○ 私立幼稚園就園奨励費補助金  △11,987

【補正理由】

補助金の交付決定者数及び交付額が当初の予定を下回るため、決算見込みに合わせて不

用額を減額するとともに、国庫補助金の決算見込みが当初の予定を上回つたため、増額す

るもの                               ｀

【補正内容】

(内訳)
(単位 :人、円)

区 分

当初の予定 決算見込み 差 額

人数 金額 人数 金額 人数 金額

I 生活保護世帯 0 0 0 0 0 0

Ⅱ 市民税非課税・所得

割非課税世帯
36 10,764,000 19 5,687,500 △ 17 △ 5,076,500

Ⅲ 市民税所得割課税

額 77,100円 以下世帯
88 20,497,000 67 15,017,400 △ 21 △ 5,479,600

Ⅳ 市民税所得割課税

額 211,200円以下世帯
320 36,483,200 339 35,699,300 19 △ 783,900

V 市民税所得割課税

額 21五 200円 超世帯
59 10,164,000 75 12,073,600 16 1,909,600

階層区分の判定を「衛便

な調整方式」から「モデ

ル方式」に移行すること

による影響額

34

(再掲 )

1,505,844 上記 I～ Vに含む。 △ 1,505,844

所得割額 77,101円以上

96,999円 以下世帯の補

助 限度 額 を所 得 割 額

77,100円 以下世帯 と同

水準 とす ることによる

影響額

47

(再掲 )

5,497,000
ど6

(再掲)

4,447,200
△ 11

(再掲 )

△ 1,049,800

合 計 503 84,911,044 500 72,925,000 △ 3 △ 11,986,044
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○ 私立幼稚園枚育振興事業施設型給付費  △7,269

【補正理由】   
｀

施設型給付費の対象児童数及び保育料の軽減額が当初の予定を下回るため、不用額を減額

するもの

【補正内容】

当初予算 (A) (単位 :円 )

法定給付費額 国負担額 県負担額 市負担額 保育料軽減分 給付費総額

168,802,444 53,649,173 57,576,633 57,576,638 15,107,160 183,909,604

給付見込額 (B) (単位 :円 )

法定給付費額 国負担額 県負担額 市負担額 保育料軽減分 給付費総額

158,502,860 50,971,252 53,765,800 53,765,808 15,269,790 173,772,650

差引補正額 (B一 A) (単位 :円 )

④ ②  ②+④一②②

法定給付費額 国負担額 県負担額 市負担額 保育料軽減分 流用額 補正額

△10,299,584 △2,677,921 △3,810,833 △3,810,830 162,630 △2,868,000 △7,268,954
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歳出科 目 (P76～ P77) 10款 2項 3目 学校建設費

単位 :千円

【補正理由】

決算見込みにあわせて予算を整理するもの

【補正内容】

(歳入)

(歳出)

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

小学校市単独事業 62,403 △ 8,900 58,503

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

市債 △8,900 工事請負費 △ 8,900

項  目 補正前 補正額 補正後

市債 学校教育施設等整備事業債 18,600 △ 8,900 9,700

諸収入 用地買収補償金 617 0 617

一般財源 48,186 0 43,186

合  計 62,403 △ 8,900 53,503

項   目 補正前 補正額 補正後

使用料及び賃借料 3 248 0 3,243

工事請負費
上下浜小学校下水道接続

工事ほか
58,543 △ 8,900 49,643

公有財産購入費 617 0 617

合  計 62,403 △ 8,900 53,503
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歳出科 目 (P76～ P77) 10款 2項 3日 学校建設費

単位 :千円

【補正理由】

決算見込みにあわせて予算を整理するとともに、国の第 2次補正予算に伴う学校施設環

境改善交付金を活用し、平成 31年度に計画していた稲田小学校及び国府小学校の大規模改

造工事の一部を前倒しして実施する経費を増額するもの

【補正内容】

○平成 30年度既決予算事業

南川小学校、東本町小学校、南本町河〈学校における大規模改造工事分

(歳入 )

(歳出)

△ 4,300

4

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

小学校大規模改造事業 19516,573 110,036 1,626,609

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

29,517

62,600

17,919

委託料

工事請負費

4,557

105,479

項   目 補正前 補正額 補正後

国庫支出金

学校施設環境改善交付金 13,299 0 13,299

ブロック塀・冷房設備対応
臨時特例交付金

241,430 0 241,430

市債

学校教育施設等整備事業債 483,000 △ 4,300 478,700

公共施設等適正管理推進事

業債
14,500 0 14,500

一般財源 764,344 0 764,344

合  計 1,516,573 △ 4,300 1,512,273

項   目 実施校 補正前 補正額 補正後

委託料 実施設計委託料 戸野目小学校 1,556 0 1,556

工事請負費 学校整備工事

南川小学校
イよか 2校 69,117 △ 4,300 64,817

空調設備
49校 1,445,900 0 1,445,900

合  計 1,516,578 △ 4,300 1,512,273



○国の第 2次補正予算を活用した事業

平成 81年度からの前倒 し事業 114,336

(歳入 )

(歳出)

小学校大規模改造工事位置図

・稲田小学校

学校名 建物区分 面積 (ポ ) 建築年度

補正額
主な工事内容

工事費
施工監理
委 託 料

稲田小学校 校 舎 1,650
日召不日57破
日召不日59破

41,252 1 848 外壁改修

国府小学校 校 舎 2,555
日召不日47盗卜渥輩

日召不日61破
68,527 2,709

外壁、建具、

トイ レ改修

合  計 109,779 4,557

項   目 補正前 補正額 補正後

国庫支出金 学校施設環境改善交付金 0 29,517 29,517

市イ_責 学校教育施設等整備事業債 0 66,900 66,900

一般財源 0 17,919 17,919

合  計 0 114,386 114,386

項   目 補正前 補正額 補正後

委託料 施工監理委託料 0 4,557 4,557

工事請負費 学校整備工事 0 109,779 109,779

合  計 0 114,386 114,386
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歳出科 目 (P76～ P77) 10款 2項 3目 学校建設費

単位 :千円

【補正理由】

決算見込みにあわせて予算を整理するもの

【補正内容】

(歳入)

(歳出)

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

小学校給食室改修事業 107,958 △ 17,000 90,958

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

市債

一般財源

△ 15,200

△ 1,800

工事請負費    △17,000

項   目 補正前 補正額 補正後

市債 過疎債 101,100 △ 15,200 85,900

一般財源 6,858 △ 1,800 5,058

合  計 107,958 △ 17,000 90,958

項   目 実施校 補正前 補正額 補正後

委託料

実施設計委託料 吉川小学校 3,726 0 3,726

施工監理委託料 清里小学校 3,986 0 3,986

工事請負費 学校整備工事 清里小学校 100,246 △ 17,000 83,246

合  計 107,958 △ 17,000 90,958
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歳出科 目 (P76～ P77) 10款 3項 3目 学校建設費

単位 :千円

【補正理由】

決算見込みにあわせて予算を整理するもの

【補正内容】

(歳入)

(歳出)

事 業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

中学校市単独事業 127,903 △ 8,200 119,703

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

市債

一般財源

△ 6,100

△ 2,100

工事請負費 △ 8,200

項   目 補正前 補正額 補正後

市債 学校教育施設等整備事業債 87,500 △ 6,100 81,400

一般財源 40,403 △ 2,100 38,303

合  計 127,903 △ 8,200 119,703

項   目 補正前 補正額 補正後

委託料 施工監理委託料 2,895 0 2,895

使用料及び賃借料 と,983 0 1 983

工事請負費
柿崎中学校下水道接続工

事イよか
123,025 △ 8,200 114,825

合  計 127,903 △ 8,200 119,703
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歳出科 目 (P76～ P77) 10款 3項 3目 学校建設費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

中学校大規模改造事業 610,226 156,004 766,230

主 な 補 正 婢 源 主 な 経 費

国庫支出金

市債

一般財源

43,229

105,200

7,575

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

6,610

157

149,237

【補正理由】

国の第 2次補正予算に伴う学校施設環境改善交付金を活用し、平成 31年度に計画してば

た城北中学校及び頸城中学校の大規模改造工事の一部を前倒しして実施する経費を増額す

るもの

【補正内容】

○国の第2次補正予算を活用した事業

平成 31年度からの前倒 し事業 156,004

(歳入 )

(歳出)

9

学校名 建物区分 面積 (ポ ) 建築年度

補正額
主な工事内容

工事費
施工監理
委 託 料

城北中学校 体育館 1 384 日召不日61破 37,318 1,733 夕畦 、トイ レ鯵

頸城中学校

校 舎 1,356 昭和54年度 34,408 1,892 外壁改修

体育館 1,797 日召不日55破 77,511 2,985 外壁、トイレ改修

合  計 149,237 6,610
(ほか仮設 トイレ

借上料  157)

項   目 補正前 補正額 補正後

国庫支出金 学校施設環境改善交付金 0 43,229 43,229

市債 学校教育施設等整備事業債 0 105,200 105,200

一般財源 0 7,575 7,575

合  計 0 156,004 156,004

項   目 補正前 補正額 補正後

委託料 施工監理委託料 0 6,610 6,610

使用料及び賃借料 (仮設 トイレ借上料) 0 157 157

工事請負費 学校整備工事 0 149,237 149,237

合  計 0 156,004 156,004



中学校大規模改造工事位置図
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提 出 課 文化行政課

歳出科 目 (P76～
'77)

10款 5項 4目 博物館費

単位 :千円

【補正理由】

小林古径記念美術館増改築事業に伴う寄附金の増額及び県の地域活性化推進事業補助金

の交付決定額にあわせて財源の組替えを行うもの

【補正内容】

(財源内訳)

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

小林古径記念美術館増改築事業 112,250 0 112,250

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

県支出金

寄附金

市債

△ 1,000

5,500

△4,600

一般財源 100

項  _目 補正前 補正額 補正後

県支出金 地域活性化推進事業費補助金 10,000 △ 1,000 9,000

寄附金 小林古径記念美術館増改築事業寄附金 20,100 5, 500 25,600

市債
合併特例債 78,000 △ 4,300 73,700

地域づくり資金 4ぅ 100 △ 300 3,800

一般財源 50 100 150

合  計 112,250 0 112,250
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歳出科 目 (P78～ P79) 10款 5項 6目 文化財保存調査費

単位 :千円

【補正理由】

県営ほ場整備事業地内の試掘調査結果において、遺跡発掘調査の一部が不要となつたこ

となどから、事業費を減額するもの

【補正内容】

(歳入)

項   目 補正前 補正額 補正後

県支出金
ほ場整備施行地区遺跡発掘調査

委託金
18,500 △ 14,541 3,959

一般財源 466 △ 259 207

合  計 18,966 △ 14,800 4,166

(歳出)

項 目 補正前 補正額 補正後

報酬 11,710 △ 9,800 1,910

共済費 245 △ 110 135

旅費 459 △ 860 99

需用費 2,016 △ 940 1,076

役務費 18 △ 10 8

委託料 2,838 △ 2,610 228

使用料及び賃借料 1 680 △ 970 710

合  計 18,966 △ 14,800 4,166

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

ほ場整備等遺跡発掘調査事業 18,966 △ 14,800 4,166

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

県支出金

一般財源

△ 14,541

△ 259

報酬

共済費

旅費

△9,800

△ 110

△ 860

需用費

委託料

使用料及び賃借料

△ 940

△ 2,610

△ 970
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 14号

提  出  課 スポーツ推進課

歳出科 目 (P78～ P79) 10款 6項 4目 体育施設費

単位 :千円

【補正理由】

決算見込みにあわせて予算を整理するもの

【補正内容】

(財源内訳)

(歳出)

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

体育施設整備事業 513,735 △ 89,508 424,227

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

市債

一般財源

△ 89,400

△ 108

委託料

工事請負費

△ 1,550

△87,958

項   目 補正前 補正額 補正後

市債

体育施設整備事業

高田公園野球場改修事業

(仮称)上越市体操アリーナ整備事業

491,100 △ 89,400 401,700

49,300 0 49,300

441,800 △ 89,400 352,400

一般財源 22,635 △ 108 22,527

合  計 513,735 △ 89,508 4?4,227

項  目 補正前 補正額 補正後

旅費 50 0 50

需用費 126 0 126

委託料

実施設計委託料 7,452 0 7 452

施工監理委託料 5 020 △ 1,550 3,470

支障物件移転業務委託料 70 0 70

工事請負費

体育施設整備工事 492,997 △ 87,958 405,039

60,071 0 60,071

432,926 △ 87,958 344,968

施設解体撤去工事 3,791 0 3,791

補償、補填及び賠償金 4,229 0 4,229

合   計 513,735 △ 89,508 424,227
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 51号

提  出  課 教育総務課

上越市菱の里条例の一部改正について

1 改正理由

本年 10月 か らの消費税率の引上げを受け、菱の里の利用料金の上限額を改定す る

もの

2 改正内容

伍)施設の利用料金の上限額を次のように改定する。 (別表関係 )

区 分 現 行 改定後

宿泊室 1人につき 3,090円 1人にうき 3,150円

121(1)の 改正は、この条例の施行の 日以後の利用について適用 し、同 日前の利用につ

いては、なお従前の例によることとする。 (附則第 2項関係 )

3 施行期 日

平成 31年 10月 1日

4 上越市菱の里条例改正木安新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

別表 (第 15条関係 )

備考 略

区 分 上限額 摘  要

宿泊室
1人 に つ き

3,_150円
飲食料金を除

く。

別表 (第 15条関係 )

備考 略

区 分 上限額 摘  要

宿泊室
1人 に つ き

3 090

飲食料金を除

く。
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 64号

提  出  課 社会教育課

(

1

上越市立公民館条例の一部改正について

改正理由

上越市公の施設の再配置計画に基づき、名立地区公民館下名立分館及び名立地区公

民館上名立分館講堂の供用を廃止するもの

改正内容

(1)名 立地区公民館下名立分館の供用を廃止する。 (第 2条の 2、 別表関係 )

121 名立地区公民館上名立分館講堂の供用を廃止する。 (別表関係 )

3 施行期 日

平成 31年 4月 1日

4 上越市立公民館条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

2

改  正  案 改  正  前

(地 区公民館等の設置 )

第 2条の 2 略

2 略

(1)略

修)分 館

(削 除 )

別表 (第 4条、第 12条関係 )

(1)略

修)分館

使 用 料

(1時 間

につき)

名  称 位  置

(略 )

上越市立板倉

地区公民館菰

立分館

上越 市 板 倉 区菰

立 2687番 地

1

上越市立名立

地区公民館上

名立分館

上越 市名 立 区西

蒲生 田 181番
地 1

施設名

(地 区公民館等の設置 )

第 2条の 2 略

2 略

(1)略

(2 分館

別表 (第 4条、第 12条関係 )

(1)岡各

12)分館

使 用 料

(1時 間

につき)

名  称 位  置

(略 )

上越市立板倉

地 区公民館菰

立分館

上 越 市 板 倉 区 菰

立 2687番 地

1

上越市立名 立

地 区公民館下

名立分館

上越 市名 立 区森

151番 地 2

上越市立名 立

地 区公民館上

名立分館

上 越 市 名 立 区西

蒲 生 田 181番
地 1

施設名
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改  正  案 改  正  前

(削 除 )

(削 除 )

備考 略

(略 )

板 倉

地 区

公 民

館 寺

野 分

館

体育館 500円

名 立

地 区

公 民

館 上

名 立

分 館

多 目的ホー

ル
200円

会議室 100円

調理実習室 100円

研修室 290円

備考 略

(略 )

板 倉

地 区

公 民

館 寺

野 分

館

体育館 500円

名 立

地 区

公 民

館 下

名 立

分 館

講座 室 340円

会議室 520円

調理実習室 250円

名 立

地 区

公 民

館 上

名 立

分 館

多 目的ホー

ル  |
200円

会議室 100円

調理実習室 100円

研修室 290円

講 堂 400円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 65号

提  出  課 スポーツ推進課

上越市体育施設条例の一部改正について

1 改正理由

上越市公の施設の再配置計画に基づき、上越市大潟運動場の供用を廃止するもの

′2 改正内容

上舷市大潟運動場の供用を廃止する。 (別表第 1、 別表第 3関係 )

3 施行期 日

平成 31年 4月 1日

4 上越市体育施設条例改正案新旧対照表

(太枠部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

名  称 位  置 不可用時間 休館 日

(略 )

上 越 市 大

潟 運 動 広

場

上 越 市

大 潟 区

犀 潟 76

番地 5

日の 出～

日没

教 育委員

会 が定 め

る日

上越 市 大

潟 体 操 ア

リーナ

上 越 市

大 潟 区

潟町 703

番地 2

10

21

00´ヤ

00

月 曜 日

(た だ

し、 この

日が 体 日

に 当 た る

とき は 、

そ の 翌 日

)及 び 12

月 29日

か ら翌 年

1月 3日

まで

(略 )

別表第 1(第 2条、第 8条関係 )

(削除)

別表第 3(第 18条関係)

は)施設使用料

別表第 1(第 2条、第 8条関係 )

別表第 3(第 13条関係 )

但)施設使用料

名  称 位  置 不可用時間 休館 日

(略 )

上越 市大

潟 運 動広

場

上 越 市

大 潟 区

犀 潟 76

番地 5

日の 出～

日没

教育委員

会 が定 め

る日

上 越 市 大

潟運動場

上 越 市

大 潟 区

渋 柿 浜

127番地

3

日の 出～

日没

教育委員

会 が定 め

る日

上越 市 大

潟 体操 ア

リーナ

上 越 市

大 潟 区

潟町 703

番地 2

10

21

00～

00

月 曜 日

(た だ

し、 この

日が休 日

に 当 た る

とき は 、

そ の 翌 日

)及 び 12

月 29 日

か ら翌 年

1月 3日

まで

(略 )
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改  正  案 改  正  前

施設名

占 用

使 用

料

(  1

時 間

とこ つ

き)

共 用使 用 料 (1

人につき)

区

分

2時
F日弓 tヒ

つき

1月
に つ

き

(略 )

上越 市 大潟運

動広場

300

円

上越市

大潟体

操ア リ

ーナ

体育室
6,900

円

一般
500

円

2,000

円

中 学

生 以

下

250

円

1,

円

000

健康 ト

レーニ

ングコ

ーナー

一般
200

円

800

円

中 学

生 以

下

100

円

400

円

(略 )

(削 除)

備考 略

121 略

備考 略

121 略

施設名

占 用

使 用

料

(  1

時 間

に つ

き)

共 用使 用料 (1

人につき)

区

分

2時
間 に

つき

1月
に つ

き

(略 )

上越 市大潟運

動広場

300

円

上越 市大潟運

動場

200

円

上越市

大潟体

操ア リ

ーナ

体育室
6,900

円

一般
500

円

2,000

円

中 学

生 以

下

250

円

1,000

円

健康 ト

レーニ

ングコ

ーナー

一般
200

円

800

円

中 学

生 以

下

100

円

400

円

(略 )
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 69号

提  出  課 スポーツ推進課

財産の無償譲渡について

1 譲渡財産

2 譲渡先

渋柿浜町内会

3 無償譲渡する理由

公の施設 として設置 している上越市大潟運動場 (多 目的広場)について、平成 31

年 3月 31日 をもつて供用を廃止 し 地ヽ権者である渋柿浜町内会に土地を返還するこ

ととしている。

渋柿浜町内会では、土地の返還後 も多 目的広場 として地域活動やスポーツ活動に

広 く開放する意向を示 していることから、一定の公益性を考慮 し、上越市大潟運動

場に設置 している市所有の簡易式バ ックネットを無償で譲渡する。

4 譲渡先 との主な契約内容

・譲渡物件は、現状のまま引き渡す。

・市は、譲渡物件に関して、一切の担保責任を負わない。

・譲渡 日か ら起算 して 5年間は、地域活動やスポーツ活動の用に供する。

5 協議経過

平成 29年

平成 30年

12月

2月

4月

6月

12月

渋柿浜町内会 と施設の廃上に向けた協議開始

渋柿決町内会 と協議

渋柿浜町内会 と協議

大潟区地域協議会に経過報告

渋柿浜町内会・利用団体 と協議

大潟区地域協議会に経過報告

大潟区地域協議会に施設の廃上を諮問 (答 申 :適当と認 める)

渋柿浜町内会 と工作物の無償譲渡に関する仮契約を締結

平成 31年

6 譲渡予定 日

平成 31年 4月 1日

月

月

１

　

９

留

名称 所在地 取得年月 日 数量 台帳価格

簡易式バ ッ

クネット

上越市大潟 区渋

柿浜 127番地 3
日召不日62年 9月

一式 (コ ンク リー

ト柱 8本、ネ ッ ト)

561,957円
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所 管 委 員 会 文教経済常任委員会

関 係 案 件 議案第 1号

提  出  課 社会教育課

歳出科 目 (P152～ P153) 2款 1項 31目 春 日謙信交流館費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

春 日謙信交流館管理運営費 10,948 ll,030 △ 82

主 な 財 源 主 な 経 費

使用料及び手数料

財産収入

諸収入

2,957

63

15

一般財源 7,913 需用費

役務費

委託料

3,975

103

6,447

使用料及び賃借料

備品購入費

【目白勺】

地域住民が集い交流する場を提供することにより、にぎわいと活力ある地域社会の形成

に資するため、施設の管理運営を行う。

【実施内容】

利用者が安全安心かつ快適に利用できるよう適切な管理運営を行う。

【施設の概要】

所 在 地 春 日山町三丁目1番 60号

構 造 等 鉄骨造平屋建て 延床面積 878.58∬

施設内容 集会室、会議室、和室(調理室、情報コーナー、広場、その他附属施設

開館時間 午前 8時 36分～午後 10時

休 館 日 12月 29日 ～翌年 1月 3日
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歳出科 目 (P152～ P155) 2款 1項 32目 人千浦交流施設はまぐみ費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 〉ヒ    車交

人千浦交流施設はまぐみ管理運営費 24,586 23,234 1 302

【目白勺】

地域住民が集 うとともに、世代間交流を促進する場を提供することにより、地域の活性

化及び地域住民の連帯感の醸成を図り、活力ある地域社会の形成に資するため、施設の管

理運営を行う。

【実施内容】

快適な集いと世代間の交流を促進する場を提供するために適切な管理運営を行う。

【施設の概要】

(1)人千浦交流館はまぐみ 21,873

(2)ス ポーツハウスはまぐみ  2,663

主 な 財 源 主 な 経 費

使用料及び手数料

財産収入

諸収入

4,548 一般財源 19,817 需用費

役務費

委託料

10,737

110

13,218

使用料及び賃借料   471

所 在 地 大字下荒浜 982番地 41

構 造 等 鉄骨造 2階建て 延床面積 1,540.87ポ

施設内容
多 目的ホール、浴場、休憩室、三世代交流ホール、学習室、調理

室、集会室、工作室、幼児遊戯室、その他附属設備

室、多目的

開館時間 浴場及び休憩室 :年前 10時～午後 9時 その他の施設 :午前 9時～午後 9時

体 館 日 毎月第 2火曜日 (休 日の場合は翌日)、 12月 29日 ～翌年 1月 3日

所 在 地 大字下荒浜 982番地 41

構 造 等 鉄骨造 2階建て 延床面積 1,346.25∬

施設内容 体育室、休憩室、広場、その他附属設備

開館時間 午前 9時～午後 9時

体 館 日 毎月第 2火曜 日 (休 日の場合は翌日)、 12月 29日 ～翌年 1月 3日
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提  出  課 学校教育課

歳出科 目 (P194～ P195) 3款 2項 4目 児童福祉施設費

単位 :千円

【目的】

昼間、保護者が就労等で不在となる家庭の児童に遊びを主とする活動の場を提供するこ

とにより、保護者の就労支援と児童の健全育成を図る。

【31年度 目標】
。専用区画面積や支援単位等、条例で定める基準に従い、安全安心な事業運営を実施する。

・県が主催する放課後児童支援員認定研修に支援員・補助員が参加 し、認定資格を取得す

る。         ｀

。支援員・補助員に対する研修及び相互の情報共有等により、きめ細かな支援や、特別な

支援を必要とする児童の受入態勢の強化など、児童クラブの質の向上を図る。

・夏休みなどの長期休業時において、多様な体験活動の場を提供 し、児童クラブでの生活

の充実を図る。

【実施内容】

)放課後児童クラブの開設 。管理運営

開 設 数 51か所 (う ち 3か所はNPO法 人、社会福祉法人へ委託)

姑象児童 昼間、保護者等が就労等で不在 となる家庭の小学校 1年生～6年生

開設時間

月曜日～金曜日:年後 2時 30分～午後 6時

土曜日、長期休業日、代休日:午前 8時～年後 6時

※延長の利用希望がある児童クラブは年後 7時まで開設

土曜日、長期休業日、学校代休日について、早朝の利用希望がある児

童クラブは午前 7時 30分から開設

管理体制

・1支援単位に 2人以上の支援員等を配置し、うち 1人は有資格者 (平

成 31年度末まで経過措置あり)を配置

・各児童クラブの通年登録児童数、特別な支援を必要とする児童数に応

じて支援員等を配置 (長期休業 日等は登録児童数に応 じ増員 )

(1

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

放課後児童クラブ運営費 298,720 299,910 △ 1,190

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

県支出金

諸収入

56,885

56,885

122,423

一般財源 62,527 報酬

旅費

需用費

217,480

11,823

16,317

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

34,887

8,130

2,136
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利用区分 利用料金

通年利用 6,000円

(夏休み)長期体業利用 8,000円

長期休業利用 (冬休み) 3,000円

長期休業利用 (春休み) 4,000円

緊急一時 (半 日) 500円

緊急下時 (1日 ) 800円

延長 (午後 6時～午後 7時 ) 200円

延長 (午前 7時 30分～年前 8時 ) 100円

○減免制度
・通年利用及び長期体業利用については、利用料金の減免制度を設けて

お り、生活保護世帯は全額、市民税非課税世帯は半額、多子世帯は、

童 2人 目を半額、3人 日以降を全額減免 している。

○利用料金

利用児

121 指導主事 。専門相談員等による支援 。指導

・特別な支援を必要とする児童が、児童クラブを安全安心に利用できるよう、指導主

事や専門相談員、相談員による児童クラブの巡回を定期的に実施 し、支援員・補助

員に対して指導を行 う。

・特別な支援を必要とする児童の問題行動について、学校等関係機関と連携を図り、

課題解決に向けた対応を行う。

[充]13)支援員・補助員に対する研修の実施

・県が主催する放課後児童支援員認定研修へ参加をする。 (40人程度/年 )

。現在の子育てを取り巻く状況を把握し、よりきめ細かな支援を行うため、専門的な

外部講師を招き研修を実施する。

・新採用支援員・補助員を対象に、児童クラブヘの配属前研修として、支援員・補助

員の役割や児童クラブの在り方などについての研修を行う。

・全支援員・補助員を対象に、児童の健康管理、安全指導、感染症対策や特別な支援

を必要とする児童の対応等の業務研修を年 7回以上実施 し、資質向上を図る。

・災害時、緊急時に的確に対応できるよう救急救命講習会 (年 1回)や、各児童クラ

ブでの避難訓練 (年 2回)を実施する。

[充 ]に)長期体業中の体験活動の場の提供

。長期体業中の利用において、体験活動の場を提供し、多様な体験を通じて、自主性、

社会性及び創造性を育て、児童の健全育成を図る。
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提  出  課 教育総務課

歳出科 目 (P288～ P289) 10款 1項 1目 教育委員会費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    屯交

教育委員会費 4,209 4,203 6

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 4,209 報酬

旅費

交際費

3,797

119

200

需用費        11

負担金補助及び交付金  82

【目白勺】

教育の政治的中立性と教育行政の安定を確保するため、適正かつ円滑な教育委員会の運

営を図る。

【実施内容】

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (以下「地方教育行政法」という。)に基づき、

教育長及び 4人の委員をもつて教育委員会を組織し、合議制の執行機関として多様な意見

や立場を集約した意思決定により、中立的で安定した教育行政を展開する。 、

○主な活動内容                 ・

(1)教育委員会会議

・定例会開催 (毎月 1回)議案審議、事務事業等の報告、重要施策の協議等を実施

・臨時会開催 (随時 :例年 3回程度)

121 総合教育会議

・地方毅育行政法に基づき市長が設置する市長と教育委員会との協議の場

。市長及び教育委員会で構成 し、会議は市長が招集

・必要に応 じて、教育関係者や学識経験者等から意見を聴取

・協議・調整事項は次のとお り

①教育に関する施策の大綱の策定に関する協議

②教育の条件整備など重′煮的に講ずべき施策

③児童・生徒等の生命 。身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置

俗)小中学校訪問

14)教育関係者 と教育委員 との意見交換会

脩)各種会議・研修会への参加

・関東甲信越静毅育萎員会連合会総会・研修会 (平成 31年度開催地 :山梨県北社市)

。新潟県市町村教育委員会連合会総会・研修会 (平成 31年度開催地 :村上市)
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歳出科 目 (P288～ P291) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

【目白勺】

教育委員会が所管する業務の円滑かつ効率的・効果的な執行を推進するためく組織、人

事、予算などの内部管理事務を統括するとともに、教育行政の総合的な企画や調整などを

行 う。

【実施内容】

(経費の内訳)

項   目 金  額 内 容

報 酬 6,174 非常勤一般職報酬 (事務補助)5人

共済費 1,029 非常勤一般職社会保険料及び雇用保険料

報償費 208 学校適正配置審議委員会委員謝金ほか

旅 費 548
非常勤一般職通勤費、県者出市教育長協議会総会等出

席旅費、各委員旅費ほか

需用費

消耗品費 3,356 事務用消耗品 (コ ピー用紙、複写機 トナー等)ほか

燃料費 517 庁用車燃料費 (5台 )

修繕料ほか 794 庁用車点検修繕、菱の里修繕ほか

役務費 413
=郵

便料、庁用車車検手数料及び自賠責保険料ほか

委託料 3,169 菱の里指定管理委託料

使用料及び賃借料 5,018
複写機借上料及び使用料、印刷機借上料、自動車借

上料、有料道路使用料ほか

負担金補助及び交付金 2,473
教育関係団体負担金、諸会議出席負担金、小 。中学

校長会補助金、学校教育研究会補助金ほか

公課費 25 庁用車自動車重量税

合  計 23,724

事 業 名 本 年 度 前 年 度 〉ヒ    較

教育委員会事務費 23,724 24,042 △ 318

主  な  財  源 主 な 経 費

諸収入

一般財源 23,674

報酬

共済費

需用費

6,174

1,029

4,667

委託料       3,169

使用料及び賃借料  5,018

負担金補助及び交付金 2,473
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提  出  課 学校教育課

歳出科 目 (P290～ P291) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 比    較

奨学金貸付事業 51 52 △ 1

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 51 報酬

旅費 6

【目白勺】

経済

教育の

的な理由により修学が困難な学生・生徒に対して奨学金を貸 し付けることにより、

機会均等を図り、社会に有能な人材の育成に寄与する。

【31年度 目標】

・入学前の予約募集、在学募集、追加募集の計 3回の募集を行 う。

・奨学生 20人程度の新規貸付を見込み、関係機関 (中学校、高等学校、大学等)の協力を

得ながら、奨学金制度の周知を図る。

・滞納者に対 して早期の督促や催告を行 うほか、個別に納付相談を行い、納入促進に努め

る。

【実施内容】

基金の適正な運用を図り、貸付事業を円滑に行 う。また、奨学金貸付審査委員会を開催

し、基金の運用と円滑な貸付業務について審査する。

・基金総額  137,612千 円

・貸付方法  最短修業年で貸付、貸付期間の 3倍以内の期間で返還 (無利子)

〈31年度事業〉

・貸 付  新規 :20人程度  継続 :11人

・返 還  新規 :14人    継続 :79人

・貸付額  高 校 生 :月 額 15,000円 以内

大学生等 :月 額 40,000円 以内、入学準備金 100,090円 以内

・資 格  市内に保護者等が居住する世帯の学生又は生徒であること。 ′

保護者の所得金額が上越市教育委員会の定める所得基準以下であること。

大学生等については、成績が上越市教育委員会の定める基準を満たして

いること。ただし、市民税所得割非課税世帯等はこの限りでない。
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<奨学基金の状況 (貸付金残高は年度末現在の状況)>

<奨学金の納付状況 (平成 30年度は平成 31 年 1月 末現在の状況)>

奨学金の収納状況 (平成 31年 1月 末現在)>

年 度 申込者 採用者 (う ち辞退者 ) 貸付金残高

平成 25年度 21人 20人 (0人 ) ■0,333,000円

平成 26年度 24人 18人 (0人 ) 104,959,500円

平成 27年度 14人 13人 (0人 ) 102,394,500円

平成 28年度 12人 12人 (0人 ) 94,229,000円

平成 29年度 6人 6人 (0人 ) 86,455,000円

平成 30年度 9人 9人 (1人 )

区 分

納付額 (返還額) 滞納額 滞納者数

平成 29年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 30年度 平成 29年度 平成 30年度

現年度分 15,672,000円 16,216,500円 989,000円 816,000円 21人 11人

過年度分 412,500円 402,500円 2,489,000円 2,939,000円 7人 8人

合 計 16,084,500円 116,619,000円 3,478,000円 3,755,000円 (実人数)25人 (実人数)15人

返還対象者数 貸付額 累計調定額 累計納付額 滞納績 収納率

100人 124,380,000円 77,559,000円 73,804,000円 3,755,000円 95,16°/O
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歳出科 目 (P290～ P291) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

学校の教育環境を整えるため、学校教育全般にわたる事務を円滑に推進するほか、教育機

関等への支援を行う。

○教員用コンピュータ設置事業  56,757
【目白勺】

教職員が使用するコンピュータ及び校務支援システムを整備し、 ICT化を推進するこ

とで、業務の効率化と授業改善を図る。

【31年度目標】

教職員のICT活用指導力を維持し、情報セキュリティを確保する。

【実施内容】
・幼稚園や小学校、中学校教員及び教育委員会職員用のコンピュータ (プ リンタ等周辺機

器を含む。)の賃貸借契約を継続する。

・校務用と校務外部用、学習用ネットワークの分離に向けた検討を実施する。

○学籍 。庶務的経費  20,995

【目的】

・学校教育全般の指導及び活動の推進を図る。

・学校事務に係る庶務全般の効率化と充実を図る。

・各種教育関係団体との連携を深めるとともに必要な支援や協力を行 う。

【実施内容】

・就学機会の確保を図り、転入学、卒業等の就学事務を行 う。

・いじめ防止対策推進法及び上越市いじめ防止基本方針に基づき、上越市いじめ問題対策

連絡協議会、上越市いじめ防止対策等専門委員会を設置し、関係機関との連携や専門家

による調査等を実施する。
。人権教育、同和教育の充実、小 。中体育連盟や上越市音楽教育研究会の活動支援など、

他団体との情報共有や連携を深める。

○学校現場における業務改善力日速事業  117
【目白勺】

学校事務の機能強化による業務改善と、多忙化解消の取組を推進することにより、教員

が子どもと向き合う時間の確保と学校教育の充実を目指す。

事 業 名 本 年 度 前 年 度 ,ヒ     車交

学校教育総務費 79,330 75,479 8,851

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

県支出金

一般財源

96

117

79,117

報酬

共済費

需用費

10,111

1,682

1,153

使用料及び賃借料  56,946

負担金補助及び交付金

3,877
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【31年度 目標】
。業務改善委員会の定期的な開催と効果的な運営により業務改善を推進する。

・研究指定校における事務機能強化の取組成果を全小中学校へ波及させ、学校事務の機能

強化を図る。

【実施内容】

・業務改善委員会を設置し、教職員の勤務実態の分析や多忙化解消に向けた実践研究を推

進する。
。学校事務の機能強化のための研究及び効果検証を行うため、小中学校各 1校を研究校に

指定し、校内における業務改善組織の設置や業務フローの作成など業務改善に向けたシ

ステム構築に取り組むとともに、その成果を研究校以外の小中学校に波及させる。

・教職員の意識改革と学校マネジメント強化のための研修を案施する。

○就学援助費等の業務支援システム維持管理  と,461            -
【目的】
(就学援助費、就学奨励費及び就園奨励費について、システムによる判定、支給の処理を

行うことにより、過誤防止と作業の効率化、適正化を図る。

【実施内容】

・就学援助費、就学奨励費及び就園奨励費対象者約 3,000人の申請情報を管理し、判定処

理、支給額の積算、支給額通知などの作業を行う。

保守点検業務委託料  511
・生活保護基準の改正に伴う基準額の算定方式を変更するため、システムの改修を行う。

システム改修委託料  950
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提  出  課 教育総務課

歳出科 目 (P290～ P291) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

事 業    名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    較

謙信公アカデミー推進事業 204 346 △ 142

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 204 報酬

旅費

177

27

【目的】

地域の発展に寄与する専門的知識を有する人材、まちづくりの指導者となる人材等に対

して支援を行 う。

【31年度目標】             
′

・上越学生寮奨学金の貸付について、これまで東京及びその近郊に所在する大学又は大学

院に限定していた奨学生の資格要件を、平成 31年度の募集から全国の大学又は大学院に

拡大したことから、奨学金を利用しようとする人に対 して広く制度の周知を図る。

・健全な基金運用を維持するため、滞納者に対 して早期の督促や納付相談を行い、納入促

進を図る。

【実施内容】

・応募者の中から謙信公アカデミー評議会で審査・決定された奨学生に対し、奨学金を貸

与する。 (平成 13年度創設)

・平成 31年度採用予定 :7人程度

< 30 31 の1

1

対  象  者
上越市、妙高市及び糸魚川市に所在する中学校又は高等学校の卒業生

C、 大学又は大学院の学生等

貸付額 (月 額) 大学生 70,000円、大学院生 100,000円

貸付 。返還方法 最短修業年を貸付、1年間据え置き後 14年以内の期間で返還 (無利子 )

奨学生の決定状況 年 度 申込者 採用者

平成 29年度 14人 6人

平成 30年度 16人 8人

平成 13年度～30年度の累計 384人 145人

滞納額 滞納者数納付額 (返還額 )

平成 30年度 平成 29年度 平成 30年度平成30年度 平成29年度
区 分

平成 29年度

834,250円 12人 9人15,371,302円 1,359,758円現年度分 20,836,052円

2人 2人410,000円 1,140,000円881,100円 629,758円過年度分
(実人数)

9人1,769,758円 1,974,250円
(実人数 )

12人16,001,060円合 計 21,717,152円

滞納額 収納率累計調定額 累計納付額貸付額返還封象者数

98.05°/O99,521,616円 1,974,250円214,080,000円 101,495,866円70人

の 31
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提  出  課 学校教育課

歳出科 目 (P290～ P298) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

【目的】

児童生徒の通学支援のためスクールバスを運行し、遠距離通学する児童生徒の負担解消

と安全確保を図る。

【31年度目標】

老朽化した車両 3台 (大島区、柿崎区、頸城区)を更新するとともに、スクールバスを

適切に管理・運行し、児童生徒が安全安心に登下校できるようにする。

【実施内容】

(ス クールバス運行予定)

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

スクールバス等運行事業 213,608 184,401 29,207

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

財産収入

諸収入

8,392

2,351

市債

一般財源

16,400

186,065

需用費

役務費

委託料

32,478

6,295

127,277

使用料及び賃借料

備品購入費

公課費

2,809

43,027

1,083

区名 予算額
市保有

車両(台 )

受託者持込

車両(台 )

備   考

合併前
上越市

13,756 2 2

・保倉小、有田小で運行
・直江津東中 (冬期 :受託者車両)で運行
・谷浜小、潮陵中で下校時の路線バス増便運行 (受託

者車両)

。城北中プール授業移動用バスを運行 (借上げバス)

安塚区 25,580 5 。小中学校で運行 ※=般混乗バス兼用

浦)|1原区 3,548 1 。小学校で運行、中学校で運行 (冬期 )

大島区 25,684 3
。小中学校で運行 ※一蹴孔乗バス兼用
。バス更新(29人乗り)1台 10,470千 円

牧  区 15,545 4 。小中学校で運行 ※一般混乗バス兼用

柿崎区 39,857 6
。柿崎小、下黒川小、柿崎中で運行
・バス更新(45人乗 り)1台 17,774千 円

大潟区 5,853 1 1 。小学校で運行く中学校で運行 (冬期 :受託者車両)

頸城区 26,376 3

・小学校で運行 ※一般混乗バス兼用 (明治小 )

。中学校で運行 (冬期)

。バス更新(51人乗り)1台 14,783千 円(債務負担行為済)

吉川区 6,161 2 ・小学校で運行

中郷区 8,779 2 ・小学校で運行、中学校で運行 (冬期下校のみ)

板倉区 2,914 ・小中学校の校外学習等で運行 (借上げバス)

清里区 5,374 1 。小学校で運行

三和区 15,300 2 3
・上杉小、美守小で運行
。中学校で運行 (冬期 :受託者車両)

名立区 18,881 2 。小中学校で運行 ※一般混乗バス兼用

合 計 213,608 34 6
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提  出  課 教育総務課

歳出科 目 (P292～ P293) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

事    業    名 本 年 度 前 年 度 〉ヒ    較

教育プラザ管理費 28,956 18,171 10,785

主  な  財  源 主 な 経 費

使用料及び手数料

財産収入

諸収入

2,275

167

1

一般財源 26,513 需用費

役務費

委託料

7,971

2,460

8,681

使用料及び賃借料

工事請負費

原材料費

703

9,108

20

【目的】

利用者の利便性の向上を図るとともに、教育行政の拠点として必要な施設の設備を維持

する。

【実施内容】

(経費の内訳)

項   目 金 額 内  容

需用費

消耗品費 77 管理用消耗品

燃料費 7 除雪機・草刈機用ガノリン

光熱水費 6,818 電気・ガス・水道料金

修繕料 1 069 市民交流ホエル開き戸設置ほか

役務費 2 460 電話料ほか

委託料 8,681 建物警備・清掃、消防設備ブ点検、空調機器サ黒検ほか

使用料及び賃借料 703 AED借 上料、下水道使用料、テレビ受信料ほか

工事請負費 9,108 市民交流ホール空調設備設置工事

原材料費 20 補修用諸資材

負担金補助及び交付金 18 安全運転管理者協会等負担金

合  計 28,956

【施設の概要】

所 在 地 上越市下門前 1770番地

構 造 等 鉄骨造・鉄筋コンクリー ト造、延床面積 4,703.8だ

施設内容

研修棟…研修室、大会議室、中会議室、小会議室等

事務所棟…執務室、相談室等

ホール棟…市民交流ホール等    ,

開館時間 午前 8時 30分～年後 10時

体 館 日 12月 29日 ～翌年 1月 3日

32



歳出科目 (P292～ P293) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

【目的】

学校、家庭及び地域がそれぞれの教育を充実するとともに、連携して教育を行うことを

推進する。

【31年度目標】

学校、家庭及び地域の連携の下に市民全体で教育に関する取組を推進し、市民、の教育ヘ

の関心・理解を深めることを目指し設けた「上越市教育の日」の趣旨を踏まえ、より多く

の市民が教育について考える機運を高める。

【実施内容】

上越市教育コラボ 2019学び愛フェスタの開催

市民ぐるみで教育に関心を持ち、考え、行動する機会として、教育委員会と上越教育

大学、N｀PO、 学校荻育 。社会教育の団体などが連携 し、■ 月の 「上越市教育を考える

市民の月間」に併せて、教育活動の紹介や各種研修会、発表会、体験圭―ナーなどの事

業を実施する。 (参考 :平成 30年度参加者数 1,550人 )

[開催予定]

○期 日

平成 31年 11月 中旬

○会 場

高田公園オーレンプラザ、歴史博物館、釜蓋遺跡ガイダンスなど

○主な内容 (予定)

・教育に関する講演、パネルディスカッション

・上越教育大学ほか教育関係団体による活動紹介、体験コーナー

(社会科教育研究実践発表、学校支援プロジェク トの紹介、クラフ ト体験、プロ

グラミング体験、ALT(外 国語指導耳ノも手)に よる世界の遊び体験など)

。小中学校の教育活動の発表

(各種実践発表、作品展示など)

・市が取 り組む教育施策の紹介・啓発活動

(東京オ リンピラク・パラリンピックホス トタウン推進事業、地域青少年育成会

議、小中学校異文化交流キャンプ等の活動紹介など)

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    屯交

みんなで育む教育推進事業 130 129 1

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 130 報償費

旅費

需用費
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提  出  課 学校教育課

歳出科 自 (P292～ P293) 10款 1項 2目 事務局費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車交

コミュニティ・スクール事業 5,074 5,295 △ 221

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 5,074 報酬

報償費

旅費

2,043

15

576

需用費       2,064

役務費        374

負担金補助及び交付金  2

【目白勺】

学校、家庭、地域がそれぞれの教育を充実するとともに、家庭、地域が学校運営に参画

することで、各学校の課題の解決とより良い学校教育の実現を図る。

【31年度目標】
。学校運営協議会の一層の充実を図るため、コミュニティ・スクールに関する各種研修会

及び学校運営協議会代表者懇談会を実施する。
。「社会に開かれた教育課程」を実現するために、保護者・地域とともに行 う教育課程の改

善を充実させる。また、委員の参画意識について地域により温度差があることから、委

員の主体性の向上を図ることで、各学校での取組の充実
′
・改善を図る。

【実施内容】

(1)各学校運営協議会の運営  4,657
・上越市学校運営協議会規則に基づき、引き続き高田幼稚園及び全市立小中学校 (72校 )

に、学校運営協議会を設置する。

・会議は年間 3、 4回程度開催 し、学校運営の基本方針の承認や学校評価などを行い、委

員の意見を学校運営に反映する。

・地域青少年育成会議 との連携を強化するとともに、学校、家庭、地域が一体となり学

校課題の解決に取 り組む。

・学校だよりや学校運営協議会だより、ホームページなどで活動状況を地域住民に周知

する。

12)研修会等の参加・実施  417
・新潟県コミュニティ・スクール研修会への参加 (開催場所 :妙高市)

県内の学校運営協議会制度導入市町村が集まる研修会に参加 し、実践発表 と情報交

換を行い、学校課題解決に向け、学校運営協議会の充実に資する。

・学校運営協議会代表者懇談会の実施

主体的な活動に取 り組んでいる地域の実践発表 と、それを踏まえたグループ協議に

より、学校運営協議会委員の意識を高め、各地域での委員の自主性の向上を図る。

・各種平ミュニティ・スクール研修会の実施 (全 3回 )

主に教職員を対象とした研修のため、平成 31年度より、センタと研修 (学校力・授

業力向上研修、教育研究関連研修)に位置付け実施する。
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歳出科 目 (P292～ P293) 10款 1項 3目 教育センター費

単位 :千円

【目的】

上越カリ,キ ュラムの考えに基づき各学校園が教育目標等を実現できるよう支援するとと

もに、新教育課程実施への着実な移行に向けて、各種研修を重点化し計画的に実施するこ

とで、学校経営力や教員の指導力の向とを図る。

【31年度目標】

・視覚的カリキュラム表の活用促苺や研究モデル校と開発研究推進委員会の研究成果の提

供等により、学校のカジキュラム・マネジメントの推進を支援し、各学校の教育目標の実

現や特色ある学校づくりを目指す。

・コミュニティ・スクールや小中連携 。一貫教育について、スクールマネジメントの観点か

ら研修を実施し、学校や地域の強みをいかした社会に開かれた教育課程の実現を目指す。

・「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して、全ての子どもが分かる楽しさを実感で

きるよう、授業のユニバーサルデザイン化を重点に研修を実施し、教職員の授業改善及

び指導力の向上を図る。

【実施内容】

(1)上越カヅキュラム研究・実践化の推進  520
・カリキュラム開発研究推進委員会の開催 (2回 )、 カリキユラム専門部会 (研究モデル

校のカリキュラムづくり都会、視覚的カリキュラム表活用部会、実践集録作成部会、カ

リキュラム iマネジメント研究部会)の開催 (各部会ごとに 3回 )

。研究モデル校 (2校)に よる実践発表会の開催及び実践集録の作成

121 学校力・授業力向上研修等の実施   10,426
・教科の授業力向上と人材育成を図る「スーパーティーチャー活用事業」の実施

。若手教員 (2年～5年 目)の授業力向上を目指す 「夢 しごと元気塾」の実施

・学校力向上研修 (7.講座)、 授業力向上研修 (11講座 )、 特別支援教育研修 (4講座 )、

学級づくり。生徒指導研修 (3講座)、 職種 ,課題別研修 (20講座)な ど全 53講座

・情報モラル指導方法研修 (1講座)、 はじめてのプログラミング教育研修 (1講座 )、 タ

ブレットPC基本操作研修 (1講座)、 情報セキュリティと教育の情報化研修 (4講座 )、

校務支援システム操作研修 (4講座)な ど全 15講座

。理科・科学学年別・分野別研修 (36講座 )、 理科・科学基礎技能研修 (2講座)、 環境教

育研修 (2講座)、 野外研修 (10講座 )、 放射線研修 (1講座)、 科学研究相談・児童生

徒科学研究発表会の開催 (6日 間)な ど全 64講座 ・

事 業 名 本 年 度 前 年 度 ,‐ヒ    較

教育研究事業 10, 946 10,854 92

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 10,946 報酬

共済費

報償費

6,689

1,122

683

旅費

需用費

使用料及び賃借料

959

1,072

260
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歳出科 目 (P292～ P295) 10款 1項 3目 教育センター費

単位 :千円

【目白勺】

いじめや不登校などで悩んでいる児童生徒や保護者、対応に苦慮している教職員に対し、

教育相談や関係機関と連携を図つた組織的な支援等を行い、悩みや問題の早期解決を図る。

【31年度目標】

・児童生徒や保護者、教職員からのいじめや不登校などの相談に対し、相談者の気持ちに

寄り添いながら助言や組織的な支援を行い、悩みや問題の早期解決を目指す。

・学校だけでは解決が困難なケースについて、学校問題解決支援プロジェクトチーム (」

AST)が 関係機関等と連携して組織的に支援を行い、早期解決できるようにする。

【実施内容】

(1)不登校児童生徒適応指導教室の開設  8,441

不登校及び不登校傾向の児童生徒に対 し、適応指導教室 (南教室、北毅室)を開設 し、

各教室 2人の指導員が児童生徒の実態に合わせて学習指導、体験活動、教育相談などを

行 うとともに、必要に応 じて訪問指導を実施する。

(2)学校訪問カウンセラーによる教育相談の実施  20,297

学校訪問カウンセラー10人が、全小学校へ学校の実情に合わせて訪問 (毎週、隔週、

月 1回)し、児童や保護者、教職員の悩みや問題についての教育相談を行 う。

※中学校については、県のスクールカウンセラー派遣制度で対応する。

(31 学校問題解決支援プロジェクトチーム (」 AST)に よる学校支援の実施  3,451
・学校だけでは解決が困難なケースに対し、早期解決できるよう、チームを編成 し関係機

関等と連携 して組織的に学校を支援する。

※チームは、生徒指導担当指導主事、管理指導主事、特別支援教育担当指導主事、健康教

育担当指導主事、学校訪問カウンセラー、スクールノーシャルワーカーで組織する。

・問題行動等を繰 り返 し、学校生活に適応できない児童生徒等に対応するため、適応相

談室を開設 し、児童生徒の自立心と集団生活への適応能力を高め、望ましい学校生活

が送れるよう児童生徒の実態に合わせて学習指導や教育相談を行 う。

に)電話相談 「子どもほつとライン」の開設  299
年中無休・24時間態勢で電話相談を行 う。平日の午前 9時から午後 6時までは相談員

23人が対応 し、年後 6時から翌朝 9時及び土日・祝 日。年末年始は上越市あんしん生活

支援事業で開設 している「あんしんコールセンター」が対応する。

傷)カ ウンセ リング研修会の開催  325
教職員に対 し、大学教員又は実践者を講師とし、カウンセ リングや生徒指導、特別支援

教育等に関する研修を行 う。夏期と冬期の年 2回で通算 6日 間開催 し、延べ 300人の参

加を予定している。

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩L    車交

教育相談事業 32,813 32,562 251

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 32,813 報酬

共済費

報償費

26,071

4,284

502

旅費

需用費

使用料及び賃借料

1,151

175

630
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歳出科 目 (P294～ P295) 10款 1項 3目 教育センター費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    較

教育センター管理運営費 5,166 4,906 260

【目的】

教育センター、理科教育センター、南・北教育相談所での各種事業の円滑な実施のため

に、施設と設備の適切な維持・管理を行う。

【31年度目標】

・機能的で落ち着いた環境を整備し、教職員が充実して研修に取り組み、児童生徒や保護

者が安心して悩みや心配事などを相談できるようにする。
。運営委員会で得た意見や助言をいかし、各種事業を円滑に実施するとともに、施設と設

備の維持・管理を適切に行 う。   マ

【実施内容】

任)教育センターの事業について協議する企画委員会・運営委員会の開催

。年 2回 (4月 、3月 )開催、企画委員 22人・運営委員 10人

・運営委員会委員長報酬 (年 2回 )

121 教育センター施設の維持、設備の管理及び運営  2,508
・非常勤一般職報酬、社会保険料、雇用保険料、費用弁償

・消耗品費、修繕料、電子計算機借上料 私有車借上料等

131 南・北教育相談所施設の維持、設備の管理及び運営  2,125
。消耗品費、光熱水費、通信運搬費、複写機借上料、備品購入費等

阻)理科教育センタ_施設の維持、設備・機材の管理及び運営  513
・消耗品費、手数料

20

主 な 財 源 主 な 経 費

諸収入

一般財源

684

4,482

報酬

共済費

旅費

1,245

213

72

需用費

役務費

使用料及び賃借料

2,280

397

851
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提  出  課 教育総務課

歳出科 目 (P294～ P295) 10款 1項 4目 私学振興費等

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 比  較 ゞ

私立幼稚園等教育振興事業 354,649 495,723 △ 141,074

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

県支出金

一般財源

98,537

100,749

155,363

負担金補助及び交付金

49,935

扶助費      304,714

私立幼稚園に各種補助金等を交付することにより、幼稚園教育の普及、充実と保護者の経

済的負担の軽減を図る。       、

また、平成 31年 10月 からの幼児教育無償化 (保育料無償化)に向けて、保護者への周知

や関係機関との調整を図り、円滑に無償化を実施する。

○私立幼稚園等運営費補助金  1,166

【目自勺】                !
私立幼稚園及び認定こども園の人件費、運営費の一部を助成することにより、施設の運

営を支援し、私学の振興を図る。

【81年度目標】

基準に基づき適正な時期に補助金を支出することにより、私立幼稚園等の運営を支援し、

幼児教育の充実を図る。

【実施内容】

(1)子 ども。子育て支援新制度に移行していない園に対する運営費補助  281

補助対象園 :真行寺幼稚園 (学級数 11学級、基準園児数 227人 (見込み))

補助金額 :均等割 170,000円 /園、学級割 15,000円 /学級、園児数割 1,000円 /人

幼児教育無償化までの半年分 (4月 ～9月 )を計上

121 子 ども 。子育て支援新制度に移行した園における給食費相当額助成  885

給食費を実費徴収とすることにより、旧制度の場合に比ベー部の世帯において負担増

になるため、義務教育の学費助成制度と同様に給食費相当額を助成する。

補助対象 :生活保護世帯及び市民税非課税世帯 33世帯 33人 (見込み)

補助金額 :新制度移行園において給食費を別途徴収することにより旧制度の場合に

比べ負担増となる給食費相当額 (1人当たり上限 4,500円 /月 )

幼児教育無償化までの半年分 (4月 ～9月 )を計上

○私立幼稚園就園奨励費補助金  19,298

【目白勺】

上越市内の子どもが通園する子ども。子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園に

対し(園児の属する世帯の市民税課税額等に応じた助成をすることにより、保育料の減免
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を支援 し保護者の経済的負担の軽減を図る。

【31年度目標】

私立幼稚園及び保護者に対して制度の周知を徹底し、全ての補助対象者の経済的負担の

軽減を図る。

【実施内容】

・市民税の課税額が基準額以下の世帯に対し、課税の状況等に応 じた補助金を支給する。

補助対象園 :真行寺幼稚園 (対象園児数 252人 (見込み))

補助金額 :1人 当たり62,200円 ～308,000円 /年

幼児毅育無償化までの半年分 (4月 ～9月 )を計上

※ 市独自制度

① 年収約 860万円以上 470万円未満相当世帯について、多子軽減に係る年齢制限を

撤廃 し、第 3子以降の保育料を無償化する。

② 年収約 360万円以上 470万円未満相当世帯について、多子軽減に係る年齢制限を

!再で廃するとともに、補助限度額を年収約 360万円未満相当世帯と同額とする。

【私立幼稚園就園奨励費補助金単価 (国庫補助限度額)】

(単位 :円 )

※1:小学校 1～ 3年の兄・姉がいない世帯

※2:小学校 1～3年の兄・姉がいる世帯

※3:ひ とり親世帯等で小学校 1～3年の兄・姉がいない世帯

※4:ひ とり親世帯等で小学校 1～3年の兄・姉がいる世帯

※1、 ※3:当該園児を第 1子 とする。

※2、 ※4:小学校 1～3年の兄・姉を第 1子 とする。

ただし、区分 1～Ⅲについては、多子軽減に係る年齢制限なし

(参考 )

幼稚園名 入園料 保育料 (年額)

真行寺幼稚園 25,000円 314,400円

※ 1世帯で 1人入園した場合の 1人当たりの入園料・年間保育料 (平成 30年度)
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区 分
補助限度額

※1

補助限度額

※2

補助限度額

※3

補助限度額

※4

I.生活保護世帯
第 1子 308,000 308 000

第 2子 308,000 808,000 308,000 308 000

Ⅱ.市民税非課税・所得割

非課税世帯

第 1子 272,000 308,000

第 2子 308,000 308,000 308,000 308,000

Ⅲ,市民税所得割課税額

77,100円 以下世帯

第 1子 187,200 272,000

第 2子 247,000 247,000 308,000 308 000

Ⅳ。市民税所得割課税額

211,200円 以下世帯

第 1子 62,200 62,200

第 2子 区
υ

０
０ 000 185,000 185,000 185,000

V.市民税所得割課税額

2H,200円超世帯

第 1子

第 2子 154,000 154,000 154,000 154,000

全ての世帯 第 3子 308,000 308,000 308,000 308,000



○私立幼稚園園児検診料補助金  1,480

【目的】

私立幼稚園における園児検診等の園児の健康管理にかかる経費を補助することにより、

園児の疾病の早期発見と私立幼稚園の保護者の経済的負担の軽減を図る。

【31年度目標】

私立幼稚園において実施する園堀の検診等にかかる経費を補助し、私立幼稚園及び保護

者の負担軽減と園児の健康維持を図る。

【実施内容】

・内科検診、歯科検診の全額を補助

・尿検査に係る検査料の全額を補助

・フッ化物洗口に係る経費の一部を補助 (上限有)

(※市立幼稚園は全額公費負担)

○私立幼稚園等園児通園バス購入費等補助金  1,039

【目的】

私立幼稚園及び認定こども園の通園バスの購入費等の一部を補助することにより、園児

の通園時の危険を防止し、安全を確保する。

【31年度目標】 t
私立幼稚園及び認定こども園が通園バスを更新する際にかかる経費を補助し、園児の安

心安全な通園を確保するとともに、私立幼稚園の経営安定を図る。

【実施内容】

補助姑象経費 :市内の私立幼稚園及び認定こども園の通園バスの購入費又は賃借料

補助金額 :補助対象経費の 1/3以内、1,000千 円限度

[充]○私立幼稚園教育振興事業施設型給付費  263,329

【目的】

子ども 。子育て支援新制度に移行した私立幼稚園に対し施設型給付費を支給することに

より、幼稚園教育の一層の充実を図る。

【31年度目標】

・新制度に移行する私立幼稚園に対し、円滑な移行を支援する。

・平成 31年 10月 からの幼児教育無償化 (保育料無償化)に向けて、保護者への周知や関

係機関との調整を図り、円滑に無償化を実施する。

【実施内容】

・新制度へ移行 した幼稚園に対する施設型給付費を支給する。

支給額 :公定価格 (教育に必要な費用)一市が定ある保育料=施設型給付費

対象園 :明照幼稚園 (利用定員 105人、園児数 73人 (見込み))

紅葉幼稚園 (利用定員 75人、園児数 76人 (見込み))

上越カ トリック天使幼稚園 (利用定員 135人、園児数 140人 (見込み))

いずみ幼稚園 (利用定員 150人、園児数 134人 (見込み)、 新規移行 )
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※ 幼児教育の無償化

10月 から国の施策により幼稚園の保育料の無償化を実施するため、市が定める保育

料をゼロとし施設型給付費を支給する。

○認定こども園整備事業  26,952

【目的】

私立幼稚園が行 う認定こども園の施設整備事業に対し補助金を交付することにより、地

域の子 ども子育ての一翼を担 う私立幼稚園及び認定こども園を支援 し、教育・保育の拡充

を図る。

【31年度目標】

私立幼稚園及び認定こども園の施設整備を支援し、保護者が安心して子どもを預けられ

る環境を整備する。

【実施内容】

聖上智オウーブこども園の園舎の改築・解体に係る費用の一部を補助する。

ェ事内容 :認定こども園園舎改築・解体工事

工事時期 :平成 31年 6月 (補助金交付決定後)～平成 32年 3月

事業費の内訳

区 分 事業費
補助額

(補助率 3/4)

補助額内訳

県 (補助率 1/2) 市 (補助率 1/4)

教育 (幼稚園)部分 35,936 26,952 17,968 8,984

保育部分 74,764 56,071 37,381 18,690

合 計 r10,700 83 023 55,349 27,674

[新]○子育て支援施設等利用給付費  41,385

【目白勺】

平成 31年 10月 から国の施策による幼児教育の無償化に伴い、上越市内の子どもが通園

する子 ども 。子育て支援新制度に移行 していない私立幼稚園等に対し給付費を支給 し、保

護者の経済的負担の軽減を図る。

【31年度目標】

10月 からの幼児教育無償化 (保育料無償化)に向けて、保護者への周知や関係機関との

調整を図り、円滑に無償化を実施する。

【実施内容】

対象園 :真行寺幼稚園 (対象園児数252人 (見込4))
上越教育大学附属幼稚園 (対象園児数69人 (見込み)

支給額 :1人 当たり上限 25,700円 /月
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歳出科 目 (P294～ P295) 10款 1項 4目 私学振興費等

単位 :千円

事 業    名 本 年 度 前 年 度 ,ヒ    較

私立高等学校等教育振興事業 24,316 25,956 △ 1,640

主 な 財 源 主 な 経 費

一般財源 24,316 負担金補助及び交付金

24,316

市内私立高等学校に対して運営費の一部を助成するとともに、私立高等学校に在学する生

徒の保護者の経済的負担を軽減することにより、私学教育の振興を図る。

また、走時制 。通信制教育の普及振興を図るための支援や、市内の障害のある生徒が妙高

市立総合支援学校高等部への進学を必要とする場合の財政的な支援を行うほか、不登校の児

童生徒がフリースクール等を禾Ⅲ用するための経費を補助し、保護者の経済的負担を軽減する

ことにより、児童生徒の学校への復帰と自立を促す。

○定通教育振興会上越支部負担金  216
【目的】

定時制 。通信制教育の普及振興を図る定通教育振興会の運営を支援する。

【実施内容】

新潟県高等学校定通教育振興会上越支部に対 して、上越市に居住する定時制 。通信制高

等学校の生徒数に応 じた負担金を支出する。

基本割 :115,000円

生徒数割 :生徒 1人当たり500円 ×202人 (見込み)

○私立高等学校学費助成補助金  6,608

【目的】

私立高等学校に在学する生徒の保護者で市内に住所を有するものに対し学費を助成し、

保護者の経済的負担の軽減を図る。

【31年度目標】

学校への通知や広報上越への掲載等により広く制度の周知を行い、私立高等学校に在学

する生徒の保護者に対し学費を助成する。

【実施内容】

但)入学助成金  312
助成額上限 (年額):24,000円

対象者見込数 :23人

[充]修)施設整備費等助成金  6,296

市内私立高等学校における施設整備費等の改定を受け、生活保護世帯・市民税所得害J

非課税世帯の保護者負担を引き続き軽減するよう、助成額を引き上げる。 |
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助成額上限 (年額):42,200円

対象者見込数 :250人

○私立高等学校運営費補助金  16,277

【目白勺】

市内私立高等学校の運営への支援を通じ、健全な学校運営や教育環境の向上を図る。

【31年度目標】

市内私立高等学校の運営に係る費用の一部を助成し、特色ある学校運営の一層の支援を

行う。

【実施内容】

伍)運営費補助金  11,858       !
市内私立高等学校の運営費の一部を助成する。

基本割 :1校当た り 5,000,06o円

生徒割 :生徒 1人当たり2,000円

(2)奨学金補助金  1,224
市内私立高等学校が独 自に給付している奨学金に対 し、1/2の額を助成する。

13)ス ポーン奨学金補助金  8,195
市内私立高等学校がスポーツでの活躍が期待される生徒を支援す.る ため独 自に給付 し

ているスポーツ奨学金のうち、入学金に当たる費用の 1/2の額を助成するも

○妙高市立総合支援学校高等都協力金  444
【目的】          .

上越市内に在住する障害のある生徒が妙高市立総合支援学校高等部に進学することがで

きるように支援を行う。

【実施内容】

妙高市以外からの生徒を受け入れる際の協力金として、高等部の運営に直接要する経費

に関して生徒 1人当たり148,000円 を負担する。 (平成 31年度在籍生徒見込数 3人 )

○フリースクール等利用支援補助金  -771

【目的】

不登校の児童生徒の学校への復帰及び社会的自立を支援する。

【31年度目標】

フリースクール等を利用する児童生徒の保護者に対する経費の一部補助を通じ、不登校

の児童生徒一人一人の状況に応じた適切な支援を行 うことで、学校への復帰と社会的自立

につなげる。

【実施内容】

・補助対象者及び補助要件
.不 登校の解消を目的にフリースクール等を利用する市内の小中学生の保護者で、世帯

の課税状況が市民税所得割額 89,000円未満の世帯に属するもの
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利用するフリースクール等は、保護者 と在籍する学校の校長、教育委員会が協議の上

利用を認めた施設で、かつ、施設での活動や指導内容を考慮し在籍する学校において出 」

席扱いとすることができるものであること。

・補助対象経費

入学費、入寮費、学習費、寮費及び食費又は体験利用費

・補助金額

補助対象経費の 1/2の額。ただし、対象者・経費区分ごとに限度額を設ける。

※やすづか学園の利用に係る経費を基に限度額を設定

正規利用に係る経費の補助限度額

体験利用に係る経費の 限度額

区  分

小学生 中学生

限度額 やすづか学園経費 限度額 やすづか学園経費

入学費 入学時

負担

75,000円 150,000円 100,000円 200,000円

入寮費 50,000円 100,000円 50,000円 100,000円

学習費

毎月負担

(月 額 )

20,000円 40,000円 22,500円 45,000円

寮 費 7,500円 15,000円 7,500円 15,000円

食 費 17,500円 35,000円 20,000円 40,000円

1年間利用した場合 665,000円 1,330,000円 750,000円 1,500,000円

中学生小学生

限度額 やすづか学園経費やすづか学園経費限度額
区  分

3,000円 6,000円3,000円 6,000円体験利用費 (日 額 )

42,000円42,000円 21,000円21,000円1週間利用した場合
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歳出科目 (P294～ P295) 10款 1項 5目 教員住宅費

千 円

【目白勺】

市内 3か所にある教職員住宅を適切に維持管理することにより、自宅から遠距離の市立

小中学校に勤務する教職員の住居を確保する。

【実施内容】

(経費の内訳)

(入居 (平成 31年 2月 1日 現在)

〉ヒ    車交前 年 度本 年 度名事 業

△ 3,1894,2391,050教員住宅管理運営費

主 な 財 源 主 な 経 費

財産収入 1,050 需用費

役務費

委託料

3

274

項   目 金 額 内  容

需輝費

消耗品費 2 管理用消耗品

燃料費 39 屋根融雪装置灯油代 (安塚 )

光熱水費 141 共用部分電気料金 (安塚、牧 )

修繕料 591 一般修繕

役務費 3 住宅使用料口座振替手数料

委託料 274 建築物定期点検 (安塚)、 融雪装置保守点検 (安塚)ほか

合  計 1,050

入居戸数 貸付月額間取 り 戸 数建築年度住宅名

5 23,000円6単身者用 :lD K

0 39,000円6世帯者用 :2D K
平成 8年度安塚教職員住宅

2 28,000円22LDK

29,000円2 23K
平成 3年度牧教職員住宅

33,000円5 52D K平成 3年度吉川教職員住宅
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歳出科 目 (P296～ P297) 10款 2項 1目 寺校管理費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 〉ヒ    車交

小学校施設管理費 689,200 650,176 39,024

主 な 財 源 主 な 経 費

使用料及び手数料

国庫支出金

諸収入

59

385

7954

一般財源 683,961 報酬

共済費

需用費

56,346

9,483

417,379

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

124,462

42,742

28,128

【目白勺】

小学校 50校の適切な施設の維持管理を行い、児童が安全で安心して学校生活を送ること

ができるよう教育環境を維持する。

【実施内容】

危険箇所や不具合箇所等の修繕や、学校警備委託などを行い施設の維持管理を実施する。

(経費の内訳 )

項   目 金 額 内 容

報 酬 56,346 非常勤一般職 (用務員)報酬、鍵管理人報酬

共済費 9 483 非常勤一般職 (用務員)社会保険料ほか

旅 費 2,411 非常勤一般職 (用務員)通勤費

需用費

消耗品費 9,761
プール用ろ過機フィルター・消毒薬剤、消防用ホース、

消火器、施設管理用消耗品、校務作業用消耗品ほか

燃料費 40,059 暖房用、給食用ほか

光熱水費 287,261 電気、ガス、水道料金

修繕料 80,298
児童用机・椅子・カーテン修繕、消防設備・給食設備修

繕、緊急修繕、特別支援学級対応修繕ほか

役務費 2 590
ボイラー始業前点検、浄化槽法定検査、飲用水水質検査、空

調機器点検、し尿汲取り手数料ほか

委託料 124,462

施設維持管理に係る各種業務 (機械警備、消防設備点検、

浄化槽保守管理、貯水槽清掃、エレベーター保守、電気保

安、ごみ収集運搬処理、除雪、樹木伐採 )ゝ

使用料及び賃借料 42,742
ガス漏れ警報器・除雪機等の機械借上、下水道使用料、

集落」F水使用料

工事請負費 28,128 学校整備工事 (電気設備、消防設備、歩道拡幅関連ほか)

原材料費 2,238 補修用資材、冬囲い用材料

備品購入費 2,484 小型除雪機

負担金補助及び交付金 937 テレビ共同受信組合負担金、公共下水道受益者負担金

合  計 689,200
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歳出科 目 (P296～ P297) 10款 2項 1日 r 学校管理費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 歩ヒ    車焚

小学校管理事務費 120,344 126,532 △ 6,188

【目的】                            .
小学校 50校の学校運営に必要な消耗品や事務用機器、物品等を整備し、学校教育を円滑

に実施する。

【実施内容】

(経費の内訳)

Ⅲ

主 な 財 源 主 な 経 費

諸収入

一般財源

12

120,332

需用費

役務費

委託料

27,694

15,247

33

使用料及び賃借料

備品購入費

65,526

11,844

項   目 金 額 内 容

消耗品費 27,694 学校管理用・事務用消耗品

役務費
通信運搬費 11,721 電話料、郵便料

手数料 3,526 ピアノ調律、ミシン調整、クリーニング等手数料

委託料 33 階段昇降機点検委託料

使用群及び賃借料 65,526
事務用機器等借上料、複写機使用料、土地借上料、用務

員私有車借上料ほか

備品購入費 11,844 学校管理用・事務用備品

合  計 120,344
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提  出  課 学校教育課

歳出科 目 (P296～ P297) 10款 2項 2日 教育振興費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度 レヒ    較

小学校教材費 86,322 87,252 △ 980

主 な 財 源 主ィ な  経  費

国庫支出金

一般財源

1,219

85,103

需用費

委託料

備品購入費

67,002

54

19,266

【目的】
児童の学習に必要な教材消耗品及び教材備品。図書を購入し、教育環境の充実を図る。

【31年度目標】

学校と連携して教材を整備し、児童がより効果的に学習できる環境を整備する。

【実施内容】

(経費の内訳)

項   目 金  額 内   容

消耗品費

教材消耗 53,452 文具、理科実験材料、体育用品ほか

特別支援 2,792 学習 ドリル、野菜苗ほか

通級 1,266 文具、ワークブック、検査用紙ほか

図書費 9,117 学校用図書

新聞費 275 図書室用新聞

修繕料 100 教材備品修繕料

委託料 54 ピアノ保守点検業務委託料

教材備品購入費 19,266 理科実験器具、楽器、体育用品、ミシンほか

合  計 86,322
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歳出科 目 (P296～ P297) 10款 2項 2目 教育振興費

単位 :千円

事 業 名 本 年 度 前 年 度
'L    

車交

小学校教育指導、研究費 20,689 30,364 △ 9,725

主 な 財 源 主 な 経 費

国庫支出金

一般財源

4,535

16,104

報酬

報償費

旅費

3,447

1,455

1,617

需用費      5,834

委託料       6,682

負担金補助及び交付金 900

学ぶ意欲 と確かな学力を児童に定着させ、思いや りに満ちた豊かな心や健やかな体を育成

する。また、特別な支援を必要とする児童の自立と共生を目指す特別支援教育を推進する。

○小学校教科書・指導書の支給事業  436
【目白勺】

教員用の教科書・指導書・デジタル教科書を配付し、「わかる、参加できる、楽しい」と

思える授業づくりを推進する。

【31年度目標】

教員が必要な教科書及び指導書を確保し、効果的に学習できる体制を整備する。

【実施内容】

学級数の増加や新学習指導要領への移行措置期間の指導に係る教員用の教科書及び指導

書を購入し配付する。

○社会科副読本編集事業  3,159

【目的】

社会科教科書と副読本を併用することで、社会的事象の見方 。考え方を働かせ、上越市

や各地区について一層の理解を深め、上越市や各地区への郷土愛を育む。

【31年度目標】

小学校 3、 4年生が、年間を通して社会科や総合的な学習の時間等で、社会科副読本を活

用する。

【実施内容】

・小学校 3、 4年生が社会科で学ぶ内容のうち、新学習指導要領や上越市に関する教育関係

資料、地域資料を収集 し、社会科副読本として編集する。

・内容の一部見直し改訂を行 うため、企画会議、編集会議を実施する (各 3回 )。

・市内全小学 3年生児童 と担任教師分を作成 し、その活用により授業の充実を図る。

○就学支援委員会  6,276

【目白勺】

特別な毅育的支援を必要とする子ども一人一人について、適切な学びの場への就学を図

ることによつて、必要な配慮の下で教育を受ける機会を保障する。
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【31年度目標】
・保護者や本人 との就学相談を丁寧に行い、円滑な就学が迎えられるように体制を整える

とともに、就学相談員の資質向上を図る研修会等を実施する。

・一人一人の子 どものすこやかな成長を促すため、関係機関や幼稚園、保育園、学校間の

情報を共有しながら、就学前からの相談支援 と就学後の見守 りを実施 し、早期からの一

貫 した支援を行 う。

【実施内容】

・保育園、幼稚園及び小中学校での参観や客観的検査等に基づき、就学支援委員会が具体

的な支援方策等を審議 し、その結果を保護者や保育園、幼稚園及び小中学校に提言する。

・就学相談員の資質向上を図るために、検査や教育相談に関わる研修会を実施する。

・新任相談員に対しては、丁寧な業務説明を行 うとともに、マニュアルを作成するなど支

援体制を整え、円滑な業務の遂行ができるようにする。

・配慮を要する子どもが小学校への就学をスムーズに迎えられるよう、こども発達支援セン

ターに引き続き 2人の就学ア ドバイザーを配置し、未就学児の保護者の就学相談に対応す

るとともに、心理検査や園訪問、小学校訪問等を計画的に行い早期からの就学支援を行 う。

○同和教育研究指定事業  999
【目白勺】

差別や偏見、いじめを許 さない学級づくりを基盤にした差別解消に向けた同和教育を実

践する。児童生徒一人一人の豊かな人権感覚を育む教育を推進するため、教職員が同和教

育に対する理解と認識を深め、人権感覚を身に付け指導力を高める。

【31年度目標】

指定地区における、児童生徒や職員の実態を踏まえた同和荻育を推進し、差別や偏見が

ない学校づくりを目指す。

【実施内容】

・市内を中学校区単位に分けて同和教育研究指定地区 (6地区)を指定し、実践研究を推

進する。 (3巡 目)

。指定地区において、保護者も対象にした同和教育の公開授業や講演会等を実施する。

平成 31年度指定地区 (6地区 4ブロック)

○小学校学力向上対策事業  6,682

【目的】

市立小学校児童の客観的な学力実態を把握 し、教育施策等の振 り返 りを行 うとともに、

市全体及び各学校の課題を明らかにし、児童下人一人の学力向上に向けた教育環境や指導

体制を声整ぇる。

フ
Sロ

ック 地   区

1 板倉 中学校 区 中 校 校 中郷 中学校 区 ( 中 校 ′lヽ 校ノl 111 4

城北中学校区 (中 1校、小 3校 )2

名 中学校 中 校 校 ) 潮陵中学校 中 校 校 )′ 11′ 区11 Jヽ立 区3

城東中学校区 (中 1校、小 3校 )4

計 中学校 6校、小学校 13校
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